
現状︓環境配慮が後回しで地域の合意形成が不⼗分
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今後︓⽴地選定段階で環境配慮で将来のトラブルを回避
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⽴地選定に関する基準

基準の考え⽅

項⽬ 考え⽅
基準を作成する
環境要素

⽴地選定の適正化を図る観点から、環境保全上、⽴地場所の選定が特に重要な環境要素である、騒⾳、⼟地の安定性、
⿃類（希少猛禽類）、⽣態系、景観・⼈と⾃然との触れ合いの活動の場の５項⽬とする

基準で使⽤する
指標

計画段階で事業者が⽴地による影響を避けるべきエリアの該当の有無を容易に判別できるよう、環境の保全の観点から、
法令により指定されている区域、法令により規定されている環境の保全に係る⽀障に関し、当該⽀障を及ぼすおそれがあ
ると認められる区域として県があらかじめ定めた区域（イヌワシ⽣息地及び⾵⾞からの距離）とする

基準 ・環境の保全に⽀障を及ぼすおそれがある区域は、⽴地による影響を避けるべきエリアである。⽴地による影響を避けるべきエ
リアは、促進区域から除外すべき⼜は含めることが適当でない区域に相当することから、促進区域に関する国・県基準に掲
げられている区域・事項のうち、以下の区域とする（レッドゾーン）。
① 温対法施⾏規則第5条の2第1項第１号イ、ロ、ニに掲げる区域
②a同項第2号ロからにヘに掲げる区域
②b同項第3号に掲げる環境の保全に係る⽀障に関し、当該⽀障を及ぼすおそれがあると認められる区域として県があらか
じめ定めた区域（イヌワシ⽣息地及び⾵⾞からの距離）
③国⽴/国定公園の第２種・第３種特別地域、⿃獣保護区、県指定⾃然環境保全地域の特別地区、県⽴⾃然公園
の特別地域、県指定⽣息地等保護区

・上記以外の区域は、法令・要綱等により環境保全の⾒地から地域指定されている区域であるか否かに関わらず、環境アセ
スを通じて、環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき区域である。ことから、そのうち代表的な区域を参考
までに設定する（グレーゾーン）。
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⽴地選定に関する基準

基準と促進区域に関する基準の関係

①温対法施⾏規則第5条の2第1項第１号
（促進区域から除外すべき区域）

②同項第２号、第３号
（市町村が考慮すべき区域・事項）

③県環境配慮基準別表３
（促進区域に含めることが適切でない区域）

イ 原⽣⾃然環境保全地域
⾃然環境保全地域

⾃然環境保全法

②a
区
域

イ 国⽴/国定公園（左記以
外）

⾃然公園法 国⽴/国定公園の
第２種特別地域
第３種特別地域

⾃然公園法

ロ 国⽴/国定公園の
特別保護地区
第１種特別地域

⾃然公園法 ロ ⽣息地等保護区の管理
地区

種の保存法 国指定⿃獣保護区
県指定⿃獣保護区

⿃獣保護管理法

ハ 国指定⿃獣保護区の
特別保護区

⿃獣保護管理法 ハ 砂防指定地 砂防法 ⾃然環境保全地域 ⾃然環境保全条例

ニ ⽣息地等保護区の管理地
区

種の保存法 ニ 地すべり防⽌区域 地滑防⽌法 県⽴⾃然公園の
特別地域

県⽴⾃然公園条例

ホ 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地法 ⽣息地等保護区 希少野⽣動植物保
護条例

ヘ 保安林 森林法 ⾵致地区 都市計画法

②b
事
項

希少野⽣動植物種の⽣息・
⽣育への⽀障

種の保存法 伝統的建造物群保存地
区

⽂化財保護法、⼟
地計画法

騒⾳その他⽣活環境への⽀
障

⽂化的景観 ほか ⽂化財保護法 ほか
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⾵⼒発電所の設置の⼯事の事業が環境の保全への⽀障を及ぼすおそれがある区域
環境要素 関係法令等 区域

環境の⾃然的構
成要素の良好な
状態の保持

砂防法 砂防指定地
地すべり等防⽌法 地すべり防⽌区域
急傾斜地法 急傾斜地崩壊危険区域
森林法 国指定保安林、県指定保安林（除航⾏）
－ 住居等から１㎞以内

⽣物の多様性の
確保及び⾃然環
境の体系的保全

⾃然環境保全法 原⽣⾃然環境保全地域、⾃然環境保全地域
⾃然公園法 国⽴/国定公園の特別保護地区、第１種特別地域
種の保存法 ⽣息地等保護区の管理地区
⾃然公園法 国⽴/国定公園の第２種特別地域、第３種特別地域
種の保存法 ⽣息地等保護区の監視地区
⿃獣保護管理法 国指定⿃獣保護区（特別保護区を除く）、県指定⿃獣保護区
⾃然環境保全条例 ⾃然環境保全地域の特別地区
県⽴⾃然公園条例 県⽴⾃然公園の特別地域
希少野⽣動植物保護条例 ⽣息地等保護区
種の保存法 イヌワシの営巣期⾼利⽤域内

⽴地選定に関する基準

環境の保全への⽀障を及ぼすおそれがある区域（⽴地による環境影響を回避すべき区域）
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